
東海市最低制限価格制度試行実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年（１９４７年）政令第１６号）第

１６７条の１０第２項及び東海市契約規則（昭和４４年（１９６９年）規則第１１

号。）第１５条の規定に基づき、本市が発注する公共工事の競争入札に最低制限価

格を試行として設けることについて必要な事項を定めるものとする。 

（対象入札） 

第２条 最低制限価格を設ける競争入札（以下「対象入札」という。）は、建設工事に

おいて、設計金額が５，０００万円未満のものとする。 

（最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格は、予定価格に次項に基づき算定された割合を乗じて得た額

（その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 割合の算定は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額（その額に千

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に、１００分の１１０を乗

じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が１０分の９．２

を超える場合にあっては１０分の９．２とし、１０分の７．５に満たない場合にあっ

ては１０分の７．５とする。 

  機械設備工事、電気通信工事、下水道用機械・電気設備工事の積算基準に基づ

き積算する工事については、次に揚げる額の合計額 

ア 機器単体費の額に１０分の９．２を乗じて得た額 

イ 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

ウ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

エ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

オ 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

  前号以外の工事 

ア 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

ウ 現場管理費相当額（土木工事にあっては現場管理費の額、建築工事にあっては

   現場経費の額）に１０分の９を乗じて得た額 



エ 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

３ 特別な工事については、前項の規定にかかわらず１０分の９．２から１０分の７．

５の範囲内で適宜の割合とする。 

４ 最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 

５ 最低制限価格を設定する場合は、第１項に規定する最低制限価格を記載した最低制

限価格調書（様式１。以下「調書」という。）を封入し、開札の際これを開札場所に

置かなければならない。 

（入札者への周知） 

第４条 この要領の円滑な運営を図るため、対象入札について、指名競争入札通知書

に最低制限価格制度対象入札であることを記載するものとする。 

附 則  

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


